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お問い合わせ先

浄水課庶務係　℡２２－９３１９

“水のことわざ”考えよう!!
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涼しい!…気がする。

涼しいー

おいしいし

冷たいしいいね

Ｑ1　�「水」が入る言葉で、高齢者が年齢にふさわしくない無茶な行動をすることを何というでしょうか？

Ｑ2　“Water�seeks�its�own�lever”という英語のことわざを日本語にするとどのようなことわざになりますか？

Ｑ3　「一衣帯水（いちいたいすい）」ということわざがありますが、それは次のどの意味でしょうか？

　　ａ�立ち居振る舞いの美しいこと。水が流れるように歩く様子。

　　ｂ�細く長い川や海を挟んで隣接していること。

　　ｃ�広々とした水田地帯のこと。田の苗が風で同じ方向にたなびいて、まるで帯のように見える様子。

Ｑ4　４コマからの出題だよ♪♪

　水道水源の重要性や良質な水を安定供給する水道について理解を深めていただくため見学会を開催します。水

道水源の一つである四時ダムを見学し、山玉浄水場では水道水ができるまでを学びます。ぜひ、ご応募ください。

●日　　時　　平成25年10月19日（土）　午前８時50分～午後３時30分頃

　　　　　　　※　小雨決行としますが、悪天の場合は中止となります。

●コ ー ス　　水道局（平）　　勿来支所　　四時ダム見学　　山玉浄水場取水口の見学

� � （1.7Km程度歩きます）　　昼食場所　　山玉浄水場見学　　勿来支所　　水道局

●募集人員　　80名（応募多数のときは抽選）� � � � � � �

●対 象 者　　小学生以上（ただし、小学生については保護者同伴でお願いします）�

●参加費用　　無料（昼食は各自お持ちください）

●申込方法　　�①郵便番号　�②住所　�③氏名（フリガナ）　�④生年月日　�⑤電話番号　�⑥希望する乗車場所

（水道局か勿来支所のいずれか）�を明記し、郵便、ＦＡＸまたはＥメールでお申し込みください。

　　　　　　　※　家族やグループで参加を希望する方は、全員分をご記入の上、お申し込みください。

　　　　　　　※　お預りした個人情報は、本行事に関する目的以外には使用しません。

●申 込 先　　〒970-8026　平字童子町２－５　いわき市水道局　浄水課庶務係

� � F��A��X：0246-22-1434

　　　　　　　Eメール：suido-josui@city.iwaki.fukushima.jp

●申込期限　　平成25年９月13日（金）必着

【
四
時
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ム
】見学する

場所だよ

お弁当を
お忘れなく

「水道水源地･施設見学会」の参加者を募集します
みんなで

行こう!!

　６月８日に、水道局職員やいわき管工事協同組合などのボラ

ンティアが三和町中寺地区の河川清掃を行いました。

　これは、春と秋に実施される「いわきのまちをきれいにする

市民総ぐるみ運動」の一環として毎年行っているものですが、

今回拾い集めたゴミの量は、前回に比べてとても多くなりまし

た。河川をきれいに保つことは、良質な水道水の大事な条件で

す。みなさんもゴミを捨てないようにしてくださいね。

　それから、生活排水も河川を汚す原因です。

���残った食用油を流さないこと、また、洗剤は必要以上に使わ

ないことなど、私たち一人ひとりができる水道水源保護活動に

ご協力をお願いします。

※�　１ページでご紹介した街頭インタビューに寄せられた質問「水
道水源を守るために私たちができることはあるの?」にお答えした
内容です。

　�　ほかにも、「水道水はどのように作られて、どのようにして家庭
の蛇口まで届くの？」という質問がありましたが、こちらはぜひ
一度浄水場見学においでいただきたいと思っています。

河川清掃を
実施しました

水道水源水質保全促進事業補助金のお知らせ
　水道水源保護地域内における住宅からの生活排水による河川の水質汚濁を防止するため、地域内で合

併処理浄化槽を設置する方または農業集落排水事業に加入する方に対し補助金を交付しています。

　※　水道水源保護地域の指定区域については事前にお問い合わせください。

　※�　この補助金の対象となる「住宅」とは、継続的に専ら居住の用に供する建物又は延床面積の２分

の１以上を居住の用に供する建物をいいます。

【合併浄化槽を設置する場合】	� � � � � � � � 　 　

　�　水道水源保護地域内の住宅において、既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の使用を止め、新

たに合併処理浄化槽（処理対象人員10人以下のもの）を設置する場合で、いわき市浄化槽整備事業

補助金またはいわき市浄化槽復興整備事業補助金（切替えのみ）の交付決定を受けた方。

〈補助金の額〉� � � � � � � � � �

　�　浄化槽の設置費用からいわき市より交付される補助金の額を控除した額の３分の１の額（千円未満

の端数切捨て）とし、次の表に示す額を限度とします。

人　槽　区　分 補助限度額

５ 人 槽 １１０，０００円

６ 人 槽 及 び ７ 人 槽 １３８，０００円

８人槽から10人槽まで １８２，０００円

〈交付申請の期限〉� � � � � � � � � �

　�　いわき市浄化槽整備事業補助金またはいわき市浄化槽復興整備事業補助金（切替えのみ）の交付決

定の日から６ヶ月以内。

【農業集落排水処理施設に接続する場合】

　�　水道水源保護地域内で実施する農業集落排水事業において、住宅の排水設備を農業集落排水処理施

設に接続する工事を行う方。

〈補助金の額〉� � � � � � � � � �

　　農業集落排水処理施設への接続工事費用とし、

　次の表に示す額を限度とします。

〈交付申請の期限〉� � � � � � � � � �

　　排水設備計画確認通知の日から６ヶ月以内。 お問い合わせ先 浄水課庶務係 ℡２２－９３１９

区　　分 補助限度額

１加入者あたり １３８，０００円




